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【お問い合わせ先】

横浜市 都市整備局 都市交通課 ℡ ０４５（６７１）２６５５

（工事に関するお問い合わせ）

国土交通省横浜国道事務所

交通対策課 特殊車両係

（特殊車両の通行に関するお問い合わせ）

○ 規制内容　　高さ３.９ｍを超える車両

○ 規制場所　　横浜市西区高島２丁目【高島町交差点】

　　　　　　　 （旧東急東横線国道１号高架橋）

○ 規制期間　　平成２１年７月 ～ 平成２１年１１月 （予定）

○ 規制時間　　終日

℡ ０４５（３１６）３５７１

国道１号通行規制のお知らせ

（高島町交差点）

高さ３.９ｍを超える車両は通行できません

『東横線跡地施設補修・補強工事（その２）』の工事に伴い、

通行車両の規制を行います。
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【高島町交差点】


